
地方公共団体による
公的個人認証サービス

稼働に向けた個別整理事項

平成１５年１０月

総務省 自治行政局 自治政策課



【全般】公的個人認証サービスのスケジュール（想定）

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月～
全
体
ス
ケ
ジ
ュ
｜
ル

市
区
町
村
ス
ケ
ジ
ュ
｜
ル

（全国実用試
験）

（制度面の整備）

実用試験ガイダンスの配布

●政令公布

●省令公布

●指定認証機関の指定

◆指定認証機関への委任

●技術的基準告示●総務省事項
◆都道府県事項

●事務処理要領案の
提示

◆全国説明会実施

システム構築

◆施行条例の準備
全国実用試
験の成果等
を踏まえて
適切な時期
に施行。

12/8～システムの検収

導通試験完了

（全国実用試
験）

◇システム統合テスト

◇機器の導入・設置

◇導通試験（順次実施）

（施行に向けた準
備）

11/4～
（LGWAN未接続団体）

12/1～

ガイダンスに従って
設置・試験を実施

◇アンケートへの回答 第１次 第２次 最終

（事務処理要領案を参考に
業務規程等を整備）

◇住民への広報

◇本格稼働用システム
への改修

（発行要求試験）

◇制度・体制面の整備

広報誌、ＨＰ、総務省より提供されるリーフレット等により実施

窓口端末ソフトのバージョンアップ

運用規程作成時の都道府
県知事への意見提出

（都道府県知事との）事務処理特例の協議

旅券申請
（外務省）
３月末～
サービス開始◆運用規程の作成

社会保険関係
手続き
（厚生労働省）
公的個人認証稼働
次第サービス開始

12/1～システム統合テスト

電子申告
（国税庁）
２月２日～
名古屋国税局
管内サービス開始

※公的個人認証サービス都道府県協議会



「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律

（平成１４年法律第１５３号）」の施行予定日 【全般】

本法の施行については、全国実用試験の最終段階で
あるシステム統合テストを１２月１日から実施し、そ
の成果等を踏まえ適切な時期に施行することとするが、
住民へのサービス提供を早期に行う必要があることか
ら、今年度のできるだけ早い時期、具体的には年明け
早々にも施行できるよう、準備を進めているところで
ある。（全国一律施行）



公的個人認証法における各機関の業務内容等

市町村長 都道府県知事 総務大臣
指定認証機関

・電子証明書発行の申請者の本人確認
（利用者確認、第３条第３項）
・本人確認をした申請者に係る申請書
の内容及び利用者署名検証符号の都道
府県知事への通知（第３条第５項）
・電子証明書の申請者への提供（第３
条第７項）
・電子証明書の失効申請者の本人確認
（第９条第２項→第３条第３項を準
用）
・本人確認をした失効申請者に係る申
請書の内容の通知（第９条第２項→第
３条第５項を準用）
・利用者署名符号の漏えい等があった
場合の届出における届出者の本人確認
（第１０条第２項→第３条第３項を準
用）
・本人確認をした届出者に係る届出書
の内容の通知（第１０条第２項→第３
条第５項を準用）
・運用規程作成の際の都道府県知事へ
の意見提出（第５７条第２項）

・電子証明書の発行及び市町村長への通知
（第３条第６項）
・発行記録の記録及び保存（第８条）
・失効申請等情報の記録及び保存（第１１
条）
・異動等失効情報の記録及び保存（第１２
条）
・記録誤り等に係る情報の記録及び保存（第
１３条）
・発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記
録及び保存（第１４条）
・記録誤り等があった電子証明書の発行を受
けた利用者に対する通知（第１５条第２項）
・発行者署名符号の漏えい等により電子証明
書が失効した旨の公表（第１５条第３項）
・失効情報ファイルの作成及び保存（第１６
条）
・署名検証者との取決めの締結（第１７条第
４項）
・署名検証者に対する失効情報の提供（第１
８条第１項）
・署名検証者に対する失効情報ファイルの提
供（第１８条第２項）
・失効情報等の提供の停止（第１８条第３
項）
・失効情報等の提供の状況についての報告書
の作成、公表（第１８条第４項）
・利用者に対する認証業務情報の開示（第２
９条第２項）
・認証業務情報の訂正等及び開示を受けた者
への通知（第３１条第１項、第２項）
・異動等失効情報の指定認証機関への通知
（委任都道府県知事のみ、第３５条）
・指定認証機関に対する指示（委任都道府県
知事のみ、第４６条第２項）
・指定認証機関に対する報告徴収及び立入検
査（委任都道府県知事のみ、第４７条第２
項）
・行政機関等を除く署名検証者に対する報告
徴収（第５６条第２項）
・運用規程の作成、公表（第５７条第２項）

＜第３４条第１項各号関係＞
・電子証明書の発行申請書の内容及び利用
者署名検証符号に係る通知の受理に係る電
子計算機処理等並びに電子証明書の発行に
係る電子計算機処理等及び市町村長への通
知に係る電子計算機処理等（第１号）
・発行記録の記録に係る電子計算機処理等
及び発行記録の保存（第２号）
・電子証明書の失効申請書の内容に係る通
知の受理に係る電子計算機処理等及びオン
ラインで送信される失効申請の受理に係る
電子計算機処理等（第３号）
・電子証明書の失効届出書の内容に係る通
知の受理に係る電子計算機処理等（第４
号）
・失効情報の記録に係る電子計算機処理等
及び失効情報の保存（第５号）
・記録誤り等があった電子証明書の発行を
受けた利用者に対する通知及び発行者署名
符号の漏えい等により電子証明書が失効し
た旨の公表（第６号）
・失効情報ファイルの作成、保存（第７
号）
・署名検証者に対する失効情報等の提供に
係る電子計算機処理等（第８号）
・失効情報等の提供の停止に係る電子計算
機処理等（第９号）
・失効情報等の提供の状況についての報告
書の作成、公表（第１０号）

＜第５３条→第２９～３１条準用関係＞
・利用者に対する認証業務情報の開示（第
５３条→第２９条第２項）
・認証業務情報の訂正等及び開示を受けた
者への通知（第５３条→第３１条第１項、
第２項）

・特定認証業務を行う者であって政
令で定める基準に適合するものの認
定（第１７条第１項）
・第１７条第１項の認定の取消し
（第１７条第３項）
・指定認証機関の指定（第３４条第
１項）
・指定認証機関に対する各種の権限
役員解任権（第４０条第２項）、
監督命令（第４６条第１項）、
報告徴収・立入検査（第４７条
第１項）、指定の取消し（第４
９条） 等
・都道府県及び市町村並びに利用者
に対する情報提供、助言その他の援
助（第５５条）
・第１７条第１項の認定を受けた者
に対する報告徴収（第５６条第１
項）
・技術的基準の策定（第５８条）

【全般】



【電子証明書の発行時】
電子証明書の発行制限

（参考）

○住民基本台帳事務処理要領

第５ 住民基本台帳カード
２ 住民基本台帳カードの交付等
（１）住民基本台帳カードの交付
ウ 交付
（ア） 交付申請者に対し、市町村の事務所への出頭を求め、次に掲げるいずれかの書類を提示させ（令第３０
条の１５第１項、規則第３７条第１項）、交付申請者が本人であることを確認する。ただし、１５歳未満の者及び
成年被後見人に対し、直接、住民基本台帳カードを交付することは適当でない。（略）

○印鑑登録証明事務処理要項

第２ 印鑑の登録に関する事項
１（２） （１）に定めるところにかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
ア １５歳未満の者
イ 成年被後見人

○ １５歳未満の者及び成年被後見人に対する電子証明書の
発行については、特に慎重な取扱いを行うこと。
具体的には「公的個人認証サービス事務処理要領」（仮
称）にて定める方針。



【電子証明書の発行時】
代理申請の取扱

○ 代理申請については、代理人は以下の書類を提示又は提
出すること。

－申請者本人の記名及び押印のある委任状

－押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

－代理人自身の顔写真付きの証明書（住民基本台帳カー
ド、旅券、運転免許証など）

－郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により
当該申請者に対して文書で照会したその回答書

（詳細は、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関
する法律施行規則」を参照すること。）



【電子証明書の発行時】

公的個人認証サービスに利用可能なICカード

○総務省令で定める基準を満たしたカードが利用可能。
－すべての住民基本台帳カードが利用可能。

○今後、公的個人認証サービス都道府県協議会が個人認証
サービス用として利用できることを確認したＩＣカード
について、その都度各市区町村に通知することを検討中。



【電子証明書の発行時】
代替文字の取扱

JIS第１水準、第２水準およびJIS補助漢字に含まれない文字（外字）はパソコン等で表示できないた
め公的個人認証サービスにおいて利用することはできない。従って、申請者は氏名及び住所の中に該当
する文字があれば、パソコン等で利用できる文字（代替文字）を別途選んでから、電子証明書の発行申
請をする必要がある。

代替文字の置き換えルール

Pattern①

JIS
第1･２水準

JIS
補助漢字

JIS
第3･4水準

俗字 メーカー
外字

Pattern ②JIS
第1･２水準

JIS
補助漢字

コードが一致

（約２万６千３百文字）
住基統一
文字コード

ＪＩＳ第３水準第４水準漢字の
中に補助漢字と重複する部分が
ある。その部分について代替
文字の選択の必要はない。

受付端末
文字コード

（約１万３千文字）

Pattern① 住所に限定して使用される文字の置き換え

現在使用されている市町村名･町名･字名で、JIS(１･２･補助漢字)に無い文字は、300文字程度。
それらの文字については、受付窓口端末で転換テーブルにて自動的に変換される。

ただし、住基システムには住所が方書きまで記録されている。その方書きの部分で、上記の300文字程度に
あてはまらないものについては、申請者に選択していただく。

Pattern ② 氏名に使われる文字の置き換え

氏名には、住基統一文字および戸籍で使用可能な文字が使われている。これらの文字は約６万字
以上と非常に多く、また氏名に使える文字置き換える際に申請者が選択できるようにする必要がある。
それらの文字については、「代替文字確認ガイド」にて対応。



氏名の代替文字置換に利用する『代替文字確認ガイド』

【電子証明書の発行時】

（冊子）

代替文字確認ガイド

該当文字の文字コードがインデックスの範囲にあ
ることを確認。
さらにそのページ内にある代替文字コードを探す。



【電子証明書の発行時】電子証明書発行手数料

電子証明書発行手数料 １手続きにつき ５００円
（都道府県知事の承認の上、指定認証機関が定める）

電子証明書発行手数料の額は、都道府県センターのランニングコスト（通年
ベース：約１６億円）等を主に電子証明書の発行手数料で賄えることを基
礎として検討が行われた。

５００円（約５０億円 ÷ １，０００万枚 ≒ ５００円）

－電子証明書発行予想枚数（平成１６年度～平成１８年度の３年間）
１，０００万枚

※電子証明書発行見込み数については、以下を参考としている。

①住民基本台帳カードの通年ベースの発行予想枚数 約５００万枚
総務省市町村課は、平成１５年度の発行予想枚数を全国の市区町村の予算措置上
の枚数を参考として約３００万枚と推定している。
②各種行政機関等において進められている申請受付システムの整備状況
厚生労働省 社会保険関係手続き（公的個人認証サービス稼働次第）
国税庁 電子申告（平成１６年２月２日～）
外務省 旅券申請（平成１６年３月末～）
平成１６年度中に構築される都道府県の汎用受付システム（２８府県）



【その他】
電子証明書発行手数料及び交付金の流れ

住 民

都道府県知事

市 町 村

指定認証機関

署名検証者

発行手数料

発行手数料

情報提供手数料

交付金

歳入歳出外現金

事務交付金

交付金の額・交付時期については、各都道府県との協議に
おいて定める。

指定認証機関への送金方法
については、後日提示。



【その他】

市町村窓口における本人確認事務等の財源措置

○ 平成１４年度から、公的個人認証サービス制度の構築に要
する経費について、普通交付税措置（市町村及び都道府県）。

○ 平成１６年度からは通常の運用ベースで地方財政措置。

－市町村受付窓口端末の保守経費等（予定）



認証業務情報の開示請求（法第２９条～法第３１条関係）
【その他】

指定認証機関に開示請求する場合

住 民
市 町 村

指定認証機関

① 開示請求・
訂正等請求

法第５３条
④ 手数料の納付

② 開示や訂正等の通知
③ 手数料の納付書の送付

【政令第１５条】
「住所地市町村長を経由して
開示の請求を行うことができる」

【手数料】
指定認証機関が総務大臣の許可を受けて定める額の手数料を徴収する。
開示の通知と同時に手数料の納付書を送付することにより徴収する。


	本法の施行については、全国実用試験の最終段階であるシステム統合テストを１２月１日から実施し、その成果等を踏まえ適切な時期に施行することとするが、住民へのサービス提供を早期に行う必要があることから、今年度のできるだけ早い時期、具体的には年明け早々にも施

